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経済財政改革の基本方針２００９ ～安心・活力・責任～  

（平成21年６月23日閣議決定）（抄） 

 

第２章 成長力の強化 

１．成長戦略の推進 

＜中略＞ 

（２）健康長寿 

＜主な施策＞ 

・介護人材の処遇改善に向けた取組、介護職員等の資格取得等のキャリア形成支援、介

護基盤の緊急整備等、バリアフリー化等の推進のためのインフラの重点整備。  

・地域医療の再生、大学病院の機能強化、医療拠点病院の強化等、医療機関に対する優

遇融資拡充、地域総合健康サービス産業創出プロジェクト。  

・がん等の戦略的分野における医薬品・医療機器・再生医療の開発・橋渡し・実用化加

速国家プロジェクトの中長期的戦略に基づく推進、医薬品・医療機器の承認までの期

間の短縮、安全対策の体制強化、世界トップレベルの新型インフルエンザ対策、生活

支援ロボット等実用化の推進、医療ＩＴ化推進。 

＜中略＞ 

 

６．規制・制度改革  

・ライフサイエンス分野等の新事業創出が見込まれる革新的なテーマについて、資金面

での支援に加え、規制・制度改革要望に係る検討・支援を行う。  

・医師と看護師等の間の役割分担の見直し（専門看護師の業務拡大等）について、専門

家会議で検討を行い、平成21年度中に具体策を取りまとめる。 

＜中略＞ 

 

○ 介護機能強化プラン（介護雇用を３年間で30万人創出）、地域医療強化・健康産

業創出プラン、医療・介護福祉新技術イノベーションプラン（未承認薬等の開発

支援・承認審査迅速化、新型インフルエンザワクチンの開発・生産期間短縮等）

を推進する。 

平成２１年７月１５日 

第３２回社会保障審議会医療保険部会 

資 料
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第３章 安心社会の実現 

安心社会の実現のために、社会保障の機能強化・効率化と雇用を軸とした生活安心

保障の再構築を進める。その財源については、第１章．４．（２）の基本方針に従って

確保する。また、消費者政策を始めとする安全・生活の確保等、防衛・防災・治安等

や教育の再生に取り組む。 

 

１．生活安心保障の再構築 

（１） 安心社会とは 

・ 「安心社会」とは、国民が活き活きと働く機会が確保され、働くことが報われる

公正で活力ある社会であり、また、人が助け合い、いたわり合い、支え合う社会

である。こうした安心社会を実現するためには、現役世代支援も含めて、全生涯・

全世代を通じての「切れ目のない生活安心保障」を再構築する必要がある。 

・ このため、持続可能性を確保しながら、社会保障の機能強化・効率化を図ること

により、高齢者施策を中心とする社会保障の「ほころび」に対応する。加えて、

人生前半の安心保障について、若年層の雇用を軸とした生活安心保障を再構築す

るとともに、子どもの成長過程や生活に対応して少子化対策を抜本的に拡充し、

社会の「安心」と「活力」を両立させる必要がある。 

 

（２） 安心社会実現の道筋 

・ 上記の生活安心保障を再構築する取組を、中期的に下記の３つの局面に沿って同

時に進める。その際、新たな費用負担を伴う施策については、国民の納得が得ら

れるよう税制抜本改革を実施する前までに、改革内容や費用額を具体的に明らか

にする。あわせて、格差の是正・固定化防止等の政策で、少子化対策に含まれる

政策については、「中期プログラム」の枠内での確立･制度化を検討する。 

① 安心再構築局面（2009 年度～2011 年度頃） 

この期間においては、優先課題の着実な実施と安心基盤の設計を行う。 

・ 「中期プログラム」で示された社会保障の機能強化・効率化のうち、2011 年度ま

でに実施すべき重要事項については、先般成立した平成 21 年度第１次補正予算
27 で対処することとなっている優先課題など（別紙１参照）を軸に、着実に実行

に移す。 

・ 上記社会保障の機能強化・効率化のうち、2010 年代半ばに向けた取組については、

税制抜本改革の検討にあわせて、「中期プログラム」の別添工程表で示された諸

課題（別紙２参照）を軸に検討を進め、対応策の具体化を行う。 

・ 子育て等に配慮した低所得者支援策（給付付き税額控除等）について、財源確保

方策とあわせ、制度設計の論点を含めて検討する。 

                                            
27 「平成 21年度一般会計補正予算（第１号）」（平成21年５月 29日） 
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・ 幼児教育、保育のサービスの充実・効率化・総合的な提供、財源確保方策とあわ

せた幼児教育の無償化について総合的に検討する。 

・ 雇用・生活保障セーフティネット（職業能力開発と一体となった求職者の所得保

障）の整備・改善の財源のあり方を含めた検討、職業訓練やジョブ・カード制度

の拡充、高等教育における職業適性診断等職業指導の推進、国と地方の連携によ

る地域のニーズに対応した職業能力開発の実施、非正規雇用から正規雇用への転

換促進、非正規雇用の待遇格差の是正（社会保険の適用拡大など）、仕事と生活

の調和の推進など、雇用を軸とした生活安心保障政策の再構築を行う。 

・高齢者医療制度について、高齢者の心情等に配慮しつつ、より良い制度への見直

しを着実に進める。 
・高額療養費制度等について、患者負担の現状や医療保険財政の状況等を踏まえつ

つ、その在り方を検討する。 

・ 住まい・まちづくりと連動した単身高齢者等への支援（都市部を始めとするケア

付き住宅や介護施設・拠点の整備、日常生活・見守りの支援、住替えの支援等）

を強化する。 

② 安心回復局面（2011 年度頃～2010 年代半ば） 

この期間においては、持続可能な財政構造の確立にあわせて、安心基盤を重点的

に整備する。 

・ 安定財源を確保した上で、2015 年までの「医療・介護及び子育てサービス・人材

整備」目標を実現する。 

・ 幼児教育・保育のサービスの充実・効率化・総合的な提供を推進する。 

・ 子育て等に配慮した低所得者支援策（給付付き税額控除等）の検討を踏まえた対

応、所得課税や資産課税の見直しを通じた格差是正を行う。 

・ 修学困難な高校生・大学生への公平な教育機会の確保のための制度（授業料減免

等教育費負担の軽減）の質的充実・拡大、若年層の人材投資（留学・研修への支

援）の拡充を行う。 

③ 安心充実局面（2010 年代半ば～2020 年代初め） 

この期間においては、団塊世代が年金生活に入る本格的な高齢時代到来も踏まえ

ながら、各世代に対応したきめ細やかな以下の施策を通じて、安心の充実を図る。 

・ 若者世代：国際性や専門性が発揮できるような集中的な人材投資。 

・ 子育て世代：少子化傾向の反転につながる充実した子育てと就労の両立支援策。 

・ 働き盛りの中年世代：地域参加とリカレント教育（社会人に対する再教育）等を

通じた複線化したキャリアパスの形成支援。 

・ 高齢世代：雇用や地域活動への参加機会の確保等を通じた「生涯現役社会」の促

進、地域の中での生活支援・介護体制の整備。 

 

（３） 安心社会に向けての行政基盤の強化 

・ 安心社会に向けた行政基盤を強化するため、国民への総合的なサービスの提供、

閣僚主導にふさわしい規模、地方分権の徹底、官民挙げた人材の投入などの視点を
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踏まえ、現行の行政組織の見直し・再編へ向けた検討を行う。  

・ 子育て支援、仕事と子育ての両立などの「少子化対策」や、困難を抱える子ども・

若者を助け、自立させるための対策を始めとする各般の「子ども・若者支援策」を

総合的に推進するため、内閣府の体制を強化する。  

＜中略＞ 

 

第４章 今後の財政運営の在り方  

１．平成 22 年度予算の基本的考え方 

＜中略＞ 

（２） 平成22年度予算の方向  

・平成22年度予算は、持続的な経済成長と財政健全化の両立を図る上で重要な予算で

ある。「基本方針2006」等37を踏まえ、無駄の排除など歳出改革を継続しつつ、安

心・安全を確保するために社会保障の必要な修復をするなど安心と活力の両立を目

指して現下の経済社会状況への必要な対応等を行う。  

 

（安心と活力のための予算編成）  

・上記の基本姿勢に沿って、昨年度とは異なる概算要求基準を設定し、メリハリの効

いた予算編成を行う。  

・経済社会状況への対応等として、「第１章 ４．（３）当面の『最優先課題』」と

ともに、「第２章 成長力の強化」、「第３章 安心社会の実現」に述べた取組を推

進する。そのため、予算面において所要の対応を行うことを含め、予算配分の重点

化・効率化を行う。 

・各府省の予算要求に当たっては、成果目標を掲げ、事後評価を十分に行い、予算の

重点化に活用するなど、ＰＤＣＡサイクルを着実に実施する。 

＜中略＞ 

                                            
37 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」（平成18年７月７日閣議決定）、「経済財政改革の

基本方針2007」（平成19年６月19日閣議決定）、「経済財政改革の基本方針2008」（平成20年６月27日閣

議決定）等  
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「中期プログラム」の別添工程表で示された諸課題のうち2011年度までに実施する重要事項 

 

 共 通  

・ 社会保障番号・カード（仮称）を2011年度中を目途に導入する。それに向け、省庁横断的な

検討や実証実験の結果を踏まえた制度設計を行う。 

・ あわせて、番号・カードを活用した社会保障サービスの向上・創設の検討を行う。 

医療・介護 

（医 療） 

・ 地域医療再生のため、５年間程度の基金を都道府県に設置し、地域全体での連携の下、計

画に従って、以下の事業を地域の実情に応じて実施して、地域医療再生・強化を図る。 

（平成21年度第１次補正予算） 

－ 医療機能連携のための施設・ＩＴ基盤の整備 

－ 医療機関の役割分担・機能分化の推進 

－ 大学病院等と連携した医師派遣機能の強化 

－ 医師事務作業補助者の配置  等 

・ 2013年度からの都道府県医療計画の改定に向け、急性期医療の新たな指針を作成する。 

・ 2010年度に見込まれる診療報酬改定において、「選択と集中」の考え方に基づき、診療報酬

の配分の見直しを行うとともに、救急、産科等の体制強化などの方策を検討する44。 

・ 地域間、診療科間、病院・診療所間の医師の偏在を是正するための効果的な方策及び医師

等人材確保対策を講ずる。 

・ 看護師等の専門性を更に高めるとともに、医師と看護師等との役割分担が可能な行為を一層

明示・普及し、業務範囲と責任の所在を明確にしつつ、チーム医療・役割分担を積極的に推

進する。 

・ 医療新技術に対応するための革新的医薬品等の開発支援を行う。（平成21年度第１次補正

予算） 

－ がん、小児等の未承認薬等の開発支援、審査の迅速化を図る。 

－ 新型インフルエンザ対策のため、全国民分のワクチン開発・生産期間を大幅に短縮する

体制（現在１年半～２年→約半年）を５年以内に整備する。 

・ 後発医薬品の使用促進等、医療の効率化を進める。 

・ 「規制改革推進のための３か年計画（再改定）」を踏まえ、2011年度当初までのレセプトの原

則完全オンライン化を進める。 

 

 

                                            
44診療報酬点数の設定に関しては、社会保障審議会医療保険部会及び医療部会において策定される「診療

報酬改定の基本方針」に基づき、中央社会保険医療協議会への諮問・答申を経て行われる。   

別紙１ 
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（介 護） 

・ デイサービスセンター等を併設した公的賃貸住宅の整備などを進める。 

・ 特別養護老人ホーム、老人保健施設、認知症高齢者グループホーム等の緊急整備を進め

る。（平成21年度第１次補正予算） 

・ 2009年度のプラス3.0％の介護報酬改定による介護従事者の処遇改善を図る。 

・ 介護職員の処遇改善に取り組む事業者に対し助成を行う。（平成21年度第１次補正予算）  

・ 介護経験のない離職者等に対する職業訓練、潜在的有資格者の再就職支援、現に働く介護

人材の資格取得等のキャリアアップ支援などを行う。（平成21年度第１次補正予算） 

・ 2009年度の介護報酬改定の事後検証も踏まえ、介護報酬の在り方について、望ましい地域

包括ケアの観点から検討を進める。 

（医療と介護の連携） 

・ 医療と介護が連携したサービスを提供するための診療報酬と介護報酬の同時改定（2012年

度見込）に向けた検討を進める。 

少子化対策 

・ これから子どもを産み育てることを望むあらゆる世帯に対応した新しい子育て支援制

度の在り方の検討を進め、税制改革の動向を踏まえつつ、必要な法制上の整備を図る。

・ 「安心こども基金」（2010年度まで）等により、保育所・放課後児童クラブの整備、家庭的保育、

小規模保育など保育サービスの提供手段の多様化・供給拡大を進めるとともに、放課後子ど

もプランを推進する。 

・ 一時預かりサービスの利用助成と普及、地域子育て支援拠点等の基盤整備など、すべての

子ども・家庭を対象とする子育て支援サービスの整備を進める。（平成21年度第１次補正予

算） 

・ 社会的養護等の特別の支援を必要とする子ども達等へのサービスを拡充する。（平成21年度

第１次補正予算） 

・ 妊婦健診への公費負担を通常必要とされる14回程度まで拡充する。（平成20年度第２次補正

予算45） 

・ 「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」及びその「行動指針」に基づいた取組を

推進する。 

・ 「育児・介護休業法」46の改正及び「次世代育成支援対策推進法」47の改正を踏まえ、

企業における仕事と家庭の両立を進める。 
・ これらの取組を踏まえつつ、年内を目途に新しい「少子化社会対策大綱」を策定する。

 

                                            
45「平成 20年度補正予算（第２号）」（平成 21年１月 27日）   
46「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第 76号） 
47「次世代育成支援対策推進法」（平成 15年法律第 120号）   
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「中期プログラム」の別添工程表で示された諸課題への対応策の具体化 

 

 
2010年代半ばに向けた取組の方向 

左記実現のために税制抜本改革を 

実施する前に具体案を検討すべき事項

年 金 ・ 低年金・無年金者対策の推進 

・ 在職老齢年金制度の見直し 

・ 育児期間中の保険料免除 など 

・ 保険料免除制度の見直し、受給資格

期間の見直し、厚生年金適用拡大、保

険料追納の弾力化 

・ 就労する高齢者への年金支給停止の

在り方 

・ 育児期間中の保険料免除の対象者の

範囲 

医療・介護 （医療） 

・ 急性期医療の機能強化、在宅医療等

地域で支える医療・地域連携の強化 

・ 医師と看護師等との役割分担の推進 

・ 新技術、効率化への対応 など 

（介護） 

・ 介護サービス基盤の強化、地域包括ケ

アの実現 

・ 介護従事者の確保・定着支援 など 

・ 2015年における、急性期医療の職員

配置、医療・介護のマンパワー数、機

能別の病床数、救命救急センター数、

ICUベッド数、平均在院日数、一人当

たり病院医師の業務量減、居宅サービ

ス・介護保険施設等の介護サービスの

量、などの目標（「医療・介護サービス・

人材整備目標」） 

少子化対策 ・ これから子供を産み育てることを望む

あらゆる世帯に対応した新しい子育て

支援制度の導入と、その下での給付・

サービスの抜本的拡充 

・ すべての子ども・家庭を対象とする一

時預かりサービスの充実や地域子育て

支援拠点の整備 など 

・ 2015年における、保育所・家庭的保

育・企業内保育所・認定こども園の定

数、保育士数、放課後児童クラブ数、

一時預かりサービス拠点数、地域子育

て支援拠点数、などの目標（「子育てサ

ービス・人材整備目標」） 

 

別紙２ 


